
0 医薬分兼の進JL共同康入. 1括hf入に対応した什報捷供のあり方
一医薬分業の進展に伴い.従来納入されていた医薬晶の納入がなされなくな
る医療機関が増加し.その結果.医薬晶の有効性及ぴ安全性に関する事項
その他医薬晶の適正な使用のために必要な情報が適切に提供されないケ-
スがあるとの指嫡がある.また,調剤薬局に対しては.院内薬局ヘの情報
提供に比して,十分な適正使掲情報が提供されていないケ-スがあるとの
指摘もあるo メ-カー及ぴ卸売業者は,医療機関ノ調剤薬局に対し.適正
使用情葡を提供するよう努めなければならないとされており.当該医薬晶
を処方する可能性のある医療機関や調剤薬局に対しては.自らの責務とし
てインタ-ネtypトを活用する等の様々な手段を講じ.医療機関又は調剤薬
局が必要とする情報を効率よく提供することが求められるo

r共同購入や-括購入が行われた際には.納入先の調剤薬局がメ二力-.卸
売業者に対し最終納入先を通知することにより.最終納入先が適切に情報
提供を受けられるようにすることが望ましい.

0 返晶の取故Lt1

.卸売菓者と医療機関ノ調剤薬局.メ-力-と卸売業者の間で.あらかじめ
返晶に関するル-ルを走めていないケ-スが多いが.医療安全又は資源の
有効利用の観点から.今後.返品が求められるケ-スの実態把握に努め.
モデル契約く昭和62年9月.医薬品流通近代化協議会策定1における明確
な位置付け.できる限り返晶を生じさせない取引の推進など改善に向けた
取組が求められるD

O その他
.医療安全の観点から.医薬晶のトレ-サビリテイの確保に資する医薬晶流
通コ-ドの標準化等を含め.医薬品一医療業界全体のI T化ヘの基盤整傭
に向け.引き続き.厚生労働省及び洗通当事者による取組を推進すること
が求め-られる.

-医療機関ノ調剤薬局における薬剤管理費用や調整幅の位置付け等の課題に
ついては.引き続き.本憩談会において検討を続けることとする.
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